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損害防止サーキュラー No.03-08 
 
海上の安全 
米国沿岸警備隊USCGによるインドネシアの港に関する通告 
 
 
USCGはインドネシアの港は、例外港は別として、効果的な反テロリズムの処置を維持しておらず、それゆ

えインドネシアを同様の状態の持つ国のリストに加える事を決定した。 

それに従いUSCGは2008年3月10日付け、直近の五港においてインドネシアの港（通告にリストされた港は

除外）に寄港している船舶について以下の入港条件を課すこととなる。 

 

この通告により、反テロリズムの処置を維持していない現在の国のリストは次の通り。 

インドネシア、カメルーン、赤道ギニア、ギニアービサウ、リベリア、モーリタニア 

 

これらの国々を訪れた船舶は、米国水域に到着前に以下の手順を踏んでいることを示さねばならない。 

 

a) セキュリティ・レベル２に応じた船舶の安全プランに従った手段の実行 

 

b) 本船が上記の国の港に停泊している間、本船へのアクセスポイントすべてが警備されており、 

      警備員が本船の外（陸上及び海上）を全体的に視野に収められるように確実にすること。  

      警備は乗組員によって行われてよいが、最大労働時間を越えず、最小の休息時間を割り込まない 

   様に、必要に応じ、追加の乗組員を配乗されるべきである。あるいは船長及び会社の警備部により   

      承認を得た外部警備員を起用する。 

 

c)  安全宣言を実行するよう試みる。 

d)  すべての警備行動を本船のログに記録する。 

e)  その港においてにとった行動を米国水域到着前に到着港のUSCGのCaptain of the Portに報告    

   すること 

f)  本船が米国の港にいる間、本船へのアクセスポイントが武装した民間警備員によって警備されて 

      おり、警備が本船の外（陸上及び海上）を全体的に視野に収められるように確実にすること。 

      警備の人数と配置はUSCGのCaptain of the Portに受諾されなければならない。 

 

組合員は以下のところにある資料を参照されたい。 

 

 
United States, 73 Federal Regulation 10042 (Docket No: 2007-0142) は以下参照 
 
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20081800/edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08- 
842.pdf 
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